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（名称及び事務所） 

第１条  この会は，日本大学歯学部後援会（以下後援会という）と称し，事務所を日本大

学歯学部（以下歯学部という）内に置く。 

（目  的） 

第２条 後援会は，歯学部の教育方針に従い相互の連携を密にし，学生の人格形成・教育

及び健全な学生生活の助成を図るとともに，歯学部の振興・発展に寄与することを目的  

とする。 

（事  業） 

第３条  後援会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

① 歯学部と後援会との関係強化に関する事業 

② 歯学部教職員と父母との懇談に関する事業 

③ 学生の課外教育活動並びに学園生活への後援に関する事業 

④ その他第２条の目的達成に必要な事業 

（会  員） 

第４条  後援会の会員は，歯学部に在学する学生の父母等とする。 

（役  員） 

第５条  後援会に次の役員を置く。 

  ①  会    長      １名（役員会において互選する） 

  ②  副 会 長      ３名（理事から２名及び歯学部事務局長） 

  ③  理    事     40 名以内 

  ④  会  計   ２名 

 ⑤ 会計監査      ２名 

⑥  会長が必要と認めた役員  若干名 

⑦  幹    事    若干名  

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，会長の任期は，総会において 

次期会長を選出するまでとする。 

（会  長） 

第７条  会長は，総会及び役員会を招集して会務を総括する。 

（副会長） 

第８条  副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。 

（理  事） 

第９条  理事は，各学年の学生の父母等から各々２名以上と歯学部から４名以上とする。 

（会  計） 

第10条  会計は，父母等からの理事１名，幹事から１名とする。 

（会計監査） 

第11条  会計監査は， 会員から１名及び歯学部から１名とし，後援会の会計を監査する。 

（幹  事） 

第12条  後援会の幹事は，歯学部職員から若干名とする。 

 



（名誉会長） 

第13条  後援会に名誉会長を置く。 

２  名誉会長は，歯学部長とする。 

（顧 問） 

第14条  後援会に顧問を若干名置くことができる。 

２ 顧問は，役員会の審議を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は，会長の諮問に応じて意見を述べることができる。 

（総  会） 

第15条  後援会の総会は，会長が招集し毎年度始めから 90 日以内に開催する。ただし，必

要に応じて臨時に開くことができる。 

（協議事項） 

第16条  総会は，次の事項を決定する。 

① 会務報告に関する事項 

② 予算及び決算に関する事項 

③ 役員改選に関する事項 

④ 会則の改廃に関する事項 

⑤ その他後援会に必要な事項 

（議  決） 

第17条  総会は，会員の半数以上の出席（委任状を含む）をもって成立し，出席者の過半

数の同意をもって議決する。 

２  総会協議事項にして急を要する場合は，役員会において代行し，その議を経て，事後

承認を得るものとする。 

（役員会） 

第18条  役員会は，第５条をもって組織し，必要に応じて会長が招集し，次の事項を協議  

する。 

① 総会の案件に関する事項 

② その他後援会運営に関する必要な事項 

２ 役員会は，役員数の半数以上の出席をもって成立する。 

（委員会） 

第19条 後援会は必要に応じ委員会を設けることができる。委員会の委員は，会長が委嘱 

する。 

２ 委員会は，会長の諮問について答申する。 

（運営費） 

第20条  後援会の運営費は，入会金，会費及びその他の収入をもって支弁する。 

（入会金，会費，徴収及び会費の免除） 

第21条  後援会の入会金及び会費は，在学する学生１名に対して各々次のとおりとし，年

度始めに徴収するものとする。  

① 入会金は，100,000 円とする。  

② 会費は，年額 30,000 円とする。 

③ 徴収した入会金及び会費は，原則として返金しない。 

（会計年度） 

第22条  後援会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 

（奨学金） 

第23条 後援会に奨学金制度を設ける。 

２ 奨学金の運用に関しては，別に規程で定める。 

（弔慰金） 

第 24 条 弔慰金は，学生又は会員が死亡したとき後援会が認める範囲内で給付する。 

（業務の委託） 

第25条 後援会の出納に関する業務は歯学部会計課，奨学金に関する業務は歯学部学生課，

通知に関する業務及びその他の業務は歯学部庶務課に委託する。 

 

附    則 

この会則は，令和５年４月 １日から施行する。 


